
 

長崎県建設工事入札手続等検討委員会設置要綱 

                                             

（目的） 

第１条 長崎県建設工事等の一層の公正な実施を確保するにあたり、入札手続等について必要な検 

討を行うため、長崎県建設工事入札手続等検討委員会（以下「委員会」という。）を設置し、

その運営に必要な事項を定める。 

                                             

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

 （１）業者選定に係る要綱及び規定に関すること。 

 （２）新たな入札方式に係る県の対応に関すること。 

 （３）その他入札、契約手続等の改善等に関すること。 

                                             

（委員会） 

第３条 委員会は、別表１に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員会の委員長は副知事をもって充て、委員長が不在又は委員長に事故があるときは、あらかじ

め委員長が指名する者がその職を代理する。 

                                     

（幹事会等） 

第４条 委員会の事務を補助させるため、委員会に幹事会及び作業部会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者を、作業部会は別表３に掲げる者をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、土木部技監をもって充て、幹事長が不在又は幹事長に事故があるときは、

あらかじめ幹事長が指名する者がその職務を代理する。 

４  作業部会に部会長を置き、建設企画課長をもって充て、部会長が不在又は部会長に事故があると

きは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。 

                                            

（運営） 

第５条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。 

２ 幹事会は必要に応じて幹事長が招集し、検討結果等を委員会に報告するものとする。 

３ 作業部会は必要に応じて部会長が事案ごとに構成員の中から招集し、検討結果等を幹事会に報告

するものとする。 

４ 委員長は必要と認めたときは、幹事長又は部会長に幹事会もしくは作業部会の招集を求めること

ができる。                     

５ 幹事長は必要と認めたときは、部会長に作業部会の招集を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 委員会及び幹事会並びに作業部会の庶務は、土木部建設企画課において処理する。 

２ 委員会等の庶務を行うため、土木部建設企画課に事務局を置き、土木部建設企画課長を事務局長

とする。 

                                             

（その他） 

第７条 各関係部局等の長は、必要と認めるときは当該部局内に入札手続等を検討する組織を設置 

し、幹事会に意見等を提出することができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 



 

附則 

この要綱は、平成１４年９月２０日から施行する。  

  この要綱は、平成１４年１０月１１日から施行する。 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  この要綱は、平成２０年１０月７日から施行する。 

この要綱は、平成２１年５月２０日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月５日から施行する。 

この要綱は、平成２３年５月１２日から施行する。 

この要綱は、平成２５年２月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



別表 １ 

 

副知事、総務部長、環境部長、水産部長、農林部長、土木部長、出納局長、教育長、警察本部警務

部長、その他委員長が指名する者 

 

別表 ２ 

 

土木部技監、管財課長、水環境対策課長、自然環境課長、漁港漁場課長、農村整備課長、森林整備

室長、監理課長、建設企画課長、道路建設課長、港湾課長、河川課長、建築課長、出納局会計課長、

教育庁教育環境整備課長、警察本部会計課長、その他委員長又は幹事長が指名する者 

 

別表 ３ 

 

  監理課長、建設企画課長、別表２に掲げる課（室）及び土木部砂防課の総括課長補佐（又は企画監、

参事、課長補佐）、その他委員長又は部会長が指名する者 

 


